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は
じ
め
に

本
論
文
は
、
満
州
事
変
お
よ
び
、
こ
れ
に
付
随
し
て
起
こ
さ
れ
た
第
一
次
上
海
事
変
に
対

す
る
被
害
者
へ
の
救
恤
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

日
露
戦
争
以
来
、
日
本
政
府
は
在
外
邦
人
が
戦
争
に
よ
っ
て
各
種
の
被
害
を
被
っ
た
際

に
「
救
恤
金
」
を
支
払
う
と
い
う
政
策
を
取
っ
て
き
た
。
開
戦
に
よ
る
相
手
国
か
ら
の
退
去
、

所
有
財
産
の
放
棄
や
没
収
、
攻
撃
に
よ
る
船
舶
の
沈
没
な
ど
、
戦
争
に
伴
う
被
害
は
多
数
存

在
し
た
。
戦
争
に
伴
う
民
間
人
の
損
害
は
不
法
行
為
責
任
を
問
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
日

本
政
府
は
被
害
に
対
す
る
賠
償
は
拒
否
し
て
い
た
。
し
か
し
、
海
外
進
出
し
た
自
国
民
を
自

己
責
任
と
戦
争
受
忍
で
放
置
す
る
こ
と
で
は
、
帝
国
主
義
国
家
と
し
て
の
国
家
統
合
は
危
機

に
瀕
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
損
害
を
国
家
の
手
で
査
定
し
て
、
一
定
の
割
合

で
「
救
恤
金
」、
す
な
わ
ち
一
種
の
見
舞
金
を
支
払
う
と
い
う
仕
組
み
を
長
い
間
続
け
て
き

た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
論
文
を
書
い
て
き
た（
１
）。

今
回
の
満
州
事
変
と
こ
れ
に
付
随
し
て
起
こ
っ
た
第
一
次
上
海
事
変
で
も
、
日
本
政
府
は

従
来
行
っ
て
き
た
よ
う
な
救
恤
政
策
を
実
行
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
の
救
恤
に
つ
い
て

は
、
実
施
方
法
に
ま
ず
違
い
が
生
じ
た
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
こ
と

が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
第
一
次
上
海
事
変
と
い
う
事
件
の
性
格

に
よ
り
、
外
国
人
へ
の
救
恤
を
本
格
的
に
実
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
変
更
を

含
む
満
州
事
変
・
第
一
次
上
海
事
変
へ
の
救
恤
政
策
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
、
構
想

登
場
か
ら
双
方
の
救
恤
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
、
こ
の
実
施
過
程
を
見
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

　
　

一　

救
恤
決
定
の
過
程

一
九
三
一
年
九
月
一
八
日
、
満
州
事
変
が
勃
発
し
た
。
日
本
軍
は
中
国
軍
を
攻
撃
し
、
中

国
東
北
地
方
を
占
領
し
、
満
州
国
を
樹
立
し
た
。
こ
の
翌
年
に
、
日
本
軍
は
上
海
で
中
国
軍

と
武
力
衝
突
し
、
第
一
次
上
海
事
変
が
勃
発
し
た
。
満
州
事
変
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本
人
・

朝
鮮
人
の
現
地
住
民
に
種
々
の
被
害
が
発
生
し
た
。武
力
衝
突
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、

中
国
側
の
抗
日
運
動
な
ど
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に

戦
地
で
あ
っ
た
中
国
東
北
地
方
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
各
地
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、上
海
事
変
に
お
い
て
は
、日
本
人
商
人
に
被
害
が
生
じ
た
。
対
日
感
情
が
よ
く
な
か
っ

た
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
き
た
武
力
衝
突
の
た
め
、
日
本
人
商
人
は
多
大
な
経
済
的
損
失
を
被
っ

た
。
ま
た
、
第
一
次
上
海
事
変
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
る
事
態
が
発
生
し
た
。
日
中
両

軍
の
衝
突
で
上
海
に
い
る
外
国
人
に
多
数
の
被
害
が
出
た
の
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
こ
れ
ま

で
外
国
人
に
対
す
る
救
恤
は
ほ
と
ん
ど
行
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た（
２
）。

し
か
し
、
今
回
の
場
合

は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
二
年
段
階
で
、
政
府
は
何
ら
か
の
形
で
被
害
者
に
対
す
る
救
済
を
考
え
て
い
た
。

六
三
議
会
に
お
い
て
、
上
海
事
変
に
よ
る
日
本
人
商
工
業
者
に
対
す
る
被
害
へ
何
ら
か
の
救

済
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
請
願
が
採
択
さ
れ
て
い
た（
３
）。

ま
た
、
こ
れ
に
伴
い
、
上
海
事

変
被
害
商
工
業
者
救
済
の
た
め
、「
昭
和
七
年
法
律
第
十
二
号
」
と
呼
称
さ
れ
る
法
律
「
造

幣
局
資
金
払
出
ニ
関
ス
ル
件
」
が
制
定
さ
れ
、
商
工
業
者
に
対
す
る
復
興
資
金
貸
付
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た（
４
）。

こ
の
よ
う
な
措
置
に
加
え
て
、
満
州
事
変
被
害
者
等
へ
の
救
済

論      

文

満
州
事
変
・
第
一
次
上
海
事
変
被
害
者
に
対
す
る
救
恤
、
一
九
三
三―

一
九
三
五
年
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活
動
も
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
六
四
議
会
（
一
九
三
二
年
一
二
月
か
ら

一
九
三
三
年
三
月
ま
で
）
に
際
し
、
政
府
側
は
こ
の
問
題
に
対
す
る
想
定
問
答
集
を
作
っ
て

い
た
。
満
州
事
変
や
第
一
次
上
海
事
変
へ
の
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
聞
か
れ
た
場
合
は
以
下

の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
直
接
的
に
現
時
点
で
中
国
側
に
被
害

を
訴
え
ら
れ
る
相
手
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
満
州
国
は
治
安
回
復
の
途
上
で
あ
り
、

満
州
国
政
府
に
被
害
の
責
任
は
問
え
な
い
。
上
海
事
変
に
至
っ
て
も
「
又
上
海
事
変
被
害
ニ

付
テ
ハ
同
事
件
ニ
於
ケ
ル
我
方
軍
事
行
動
カ
純
然
タ
ル
自
衛
行
動
タ
ル
関
係
上
本
来
支
那
側

ヲ
シ
テ
之
ヲ
賠
償
セ
シ
ム
ヘ
キ
筋
合
ナ
ル
モ
各
般
ノ
事
情
上
未
タ
之
ヲ
要
求
ス
ヘ
キ
機
会
到

ラ
サ
ル
状
態
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
二
つ
の
事
変
に
際
し
て
の
邦
人
被
害
を
請
求
す
る
相

手
が
い
な
く
な
っ
て
い
る
状
態
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、「
各
種
ノ
先
例
等
モ
参
酌
シ
テ
救
恤
案

ヲ
立
テ
事
情
ノ
許
ス
限
リ
速
カ
ニ
実
施
シ
タ
キ
考
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
用
意
が
す

で
に
あ
っ
た（
５
）。

特
に
満
州
事
変
の
被
害
者
を
放
置
す
れ
ば
、「
啻
ニ
人
道
上
並
社
会
的
見
地

ヨ
リ
政
府
ト
シ
テ
到
底
忍
ヒ
得
サ
ル
所
タ
ル
ニ
止
マ
ラ
ス
時
局
ニ
因
ル
是
等
不
幸
ナ
ル
犠
牲

者
カ
結
局
何
等
慰
藉
セ
ラ
ル
ル
所
無
キ
コ
ト
ト
モ
ナ
ラ
ハ
空
前
ノ
事
変
ニ
対
ス
ル
我
国
民
ノ

緊
張
モ
自
然
弛
緩
シ
惹
テ
ハ
満
洲
問
題
ニ
対
ス
ル
国
民
的
意
気
込
ニ
モ
憂
フ
ヘ
キ
悪
影
響
ヲ

及
ホ
ス
ニ
至
ル
ノ
虞
大
ナ
リ
」
と
い
う
懸
念
も
あ
っ
た（
６
）。

こ
の
よ
う
に
、
満
州
事
変
・
第
一

次
上
海
事
変
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
か
の
自
国
民
被
害
者
に
対
す
る
救
済
策
を
策
定
し
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
。

第
一
次
上
海
事
変
は
、
こ
れ
に
加
え
て
外
交
上
の
問
題
が
発
生
し
た
。
上
海
は
こ
の
当
時

外
国
租
界
な
ど
も
存
在
し
、
列
国
の
商
工
業
者
が
経
済
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
日
中
両
軍
の

衝
突
に
よ
り
、
日
中
両
国
以
外
の
人
々
に
被
害
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
軍
は
こ
の
問

題
に
つ
い
て
す
ぐ
に
動
い
て
い
た
。
外
国
人
損
害
に
対
す
る
申
告
を
調
査
し
、
救
済
に
対
す

る
方
針
を
立
て
て
い
た
。
一
九
三
二
年
三
月
段
階
で
、
既
に
調
査
が
開
始
さ
れ
て
い
た
。
海

軍
が
行
っ
た
調
査
の
記
録
が
残
っ
て
い
る（
７
）。

こ
こ
に
は
、
ま
ず
救
済
方
針
と
し
て

①
中
国
人
の
被
害
は
救
済
し
な
い（
た
だ
し
、例
外
的
に
救
済
す
る
場
合
が
あ
る
。後
述
す
る
）

②
「
日
本
軍
ノ
ミ
ノ
軍
事
行
動
ニ
依
リ
蒙
リ
タ
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
第
三
国
人
ノ
直
接
損
害
ニ

限
リ
」
救
済
す
る

と
い
う
方
針
の
も
と
に
救
済
案
が
立
案
さ
れ
て
い
た
。
一
九
三
二
年
五
月
一
五
日
段
階
の

調
査
結
果
は
、
外
国
人
の
損
害
申
告
に
対
し
て
厳
し
い
態
度
を
示
し
て
い
た
。
申
告
の
中
に

は
被
害
の
責
任
を
日
本
側
に
押
し
付
け
た
も
の
が
あ
る
、
な
ど
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
以
下
の
場
合
に
の
み
日
本
側
は
救
済
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
調
書
は
述
べ
て
い

た
。（

一
）
日
本
軍
ガ
第
三
国
人
ノ
財
産
ヲ
直
接
軍
事
行
動
ニ
利
用
セ
ル
モ
ノ

　
　
　

例
、
邸
内
占
拠
宿
泊
、
陣
地
構
築

（
二
）
軍
事
徴
発
（
一
時
押
収
物
件
ニ
シ
テ
紛
失
セ
ル
モ
ノ
ヲ
モ
含
ム
）

（
三
）
日
本
兵
士
ノ
犯
罪
ニ
依
ル
コ
ト
明
確
ナ
ル
モ
ノ

（
四
）
交
戦
区
域
外
ニ
於
テ
、
誤
リ
テ
吾
砲
弾
又
ハ
爆
弾
ヲ
落
下
セ
ル
ニ
因
ル
モ
ノ

こ
の
よ
う
に
、
今
回
の
被
害
者
救
済
に
関
し
て
は
、
大
変
複
雑
な
問
題
が
存
在
し
た
。
相

互
に
関
連
す
る
二
つ
の
軍
事
衝
突
に
対
す
る
救
済
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
ほ

と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
外
国
人
（
当
時
の
言
葉
を
使
え
ば
「
第
三
国
人
」。
日
本
人
で
も

中
国
人
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
）
に
対
す
る
救
済
が
含
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
救
済
に
か
か

わ
る
主
体
が
多
く
、
調
査
や
交
渉
な
ど
が
困
難
で
あ
っ
た
。
特
に
第
一
次
上
海
事
変
に
つ
い

て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
外
交
交
渉
に
よ
ら
な
け
れ
ば
動
か
な
い
部
分
が
あ
っ
た
。
こ
れ
こ

そ
、
こ
の
救
恤
問
題
が
一
九
三
五
年
ま
で
の
び
る
大
き
な
原
因
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
三
年
度
の
追
加
予
算
と
し
て
、
救
恤
金
三
〇
〇
万
円
、
救
恤
の
た
め
の
審
査

機
関
で
あ
る
救
恤
審
査
会
の
経
費
に
一
八
〇
〇
〇
円
の
予
算
が
つ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

一
九
三
三
年
五
月
三
一
日
、
勅
令
一
四
三
号
「
満
洲
事
件
ニ
因
リ
損
害
ヲ
被
リ
タ
ル
者
ノ
救

恤
ニ
関
ス
ル
件
」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
も
従
来
の
救
恤
金
に
関
す
る
方
法
と
は
異
な
る
。

以
前
は
議
会
で
法
律
を
制
定
し
、
勅
令
は
こ
の
法
律
に
よ
る
救
恤
の
手
続
き
を
定
め
る
も
の

と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
回
は
議
会
で
の
法
律
は
制
定
さ
れ
ず
、
勅
令
だ
け
で
法
的
根

拠
が
創
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
や
り
方
が
こ
の
よ
う
に
変
化
し
た
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
の
勅
令
の
第
一
条
に
は
、「
満
洲
及
支
那
ニ
在
リ
タ
ル
者
又
ハ
同
地
ニ
財
産
ヲ
所
有
シ
タ

ル
者
ニ
テ
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
以
降
昭
和
八
年
三
月
三
十
一
日
迄
ノ
間
ニ
於
テ
満
洲
事
件

ニ
因
リ
身
体
又
ハ
財
産
上
ニ
損
害
ヲ
被
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
本
令
ニ
依
リ
救
恤
金
ヲ
交
付
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
満
州
事
変
は
明
文
化
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
次
上
海
事
変

に
つ
い
て
は
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
地
域
を
「
満
洲
及
支
那
」
と
し
て
、
中
国

東
北
地
方
以
外
も
救
済
対
象
に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
満
州
事
変
に
付
随
し
た

抗
日
運
動
や
第
一
次
上
海
事
変
の
被
害
者
も
救
済
に
加
え
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

満州事変・第一次上海事変被害者に対する救恤、一九三三―一九三五年
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こ
れ
ら
の
救
済
に
つ
い
て
、
満
州
事
変
被
害
者
へ
の
救
済
と
、
第
一
次
上
海
事
変
の
、
特

に
外
国
人
被
害
者
へ
の
救
済
は
全
く
異
な
る
道
筋
を
た
ど
っ
た
。
以
下
こ
の
こ
と
に
つ
き
、

節
を
分
け
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
　

二　

満
州
事
変
被
害
者
へ
の
救
恤

制
定
さ
れ
た
勅
令
に
基
づ
き
、
救
恤
審
査
会
が
設
立
さ
れ
た
。
救
恤
審
査
会
は
、
外
務
次

官
重
光
葵
を
長
と
し
て
、
外
務
省
・
大
蔵
省
・
拓
務
省
・
陸
海
軍
・
お
よ
び
現
地
の
外
交
官

で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
上
海
事
変
に
つ
い
て
は
、
現
地
外
交
官
と
の
や
り
と
り
が
重

要
な
役
割
を
担
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
た
い
。
一
九
三
三
年
六
月
一
二
日
、

審
査
会
が
発
足
し
た
。
こ
こ
で
は
、
審
査
員
二
名
と
幹
事
を
「
主
査
員
」
と
し
、
関
係
す
る

領
事
と
の
連
絡
や
、
審
査
会
で
の
議
案
作
成
に
従
事
す
る
こ
と
に
さ
れ
た
。
こ
の
審
査
会
の

席
上
、
重
光
審
査
会
長
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た（
８
）。

「
今
回
ノ
満
洲
事
件
ニ
因
ル
被
害
ニ
対
ス
ル
救
恤
ハ
従
来
類
似
ノ
救
恤
ニ
比
シ
其
ノ
範
囲

カ
極
メ
テ
広
ク
人
的
ニ
ハ
一
般
在
留
邦
人
ノ
外
多
数
ノ
在
満
朝
鮮
人
並
上
海
事
変
ノ
際
我
方

ノ
軍
事
行
動
ニ
依
ツ
テ
直
接
被
害
ヲ
受
ケ
タ
第
三
国
人
ヲ
モ
含
ミ
且
其
ノ
範
囲
ニ
於
テ
モ
支

那
及
満
洲
全
部
ヲ
包
含
シ
今
日
迄
ニ
各
領
事
館
ニ
於
テ
取
纏
メ
タ
被
害
統
計
ニ
ヨ
レ
バ
死
者

一
三
一
九
名
負
傷
者
七
八
三
名
拉
致
監
禁
サ
レ
タ
者
二
六
二
名
又
物
的
損
害
ノ
申
告
額
ハ
第

三
国
人
ヲ
モ
含
ミ
約
一
四
七
七
〇
〇
〇
円
ニ
モ
達
シ
テ
居
ル
関
係
上
今
回
ノ
事
務
ノ
遂
行
ハ

従
来
ニ
比
シ
比
較
的
困
難
且
複
雑
ナ
モ
ノ
ガ
ア
ロ
ウ
ト
思
ハ
レ
マ
ス
ガ
一
般
被
害
者
ニ
於
キ

マ
シ
テ
ハ
窮
迫
シ
テ
居
ル
モ
ノ
ガ
多
ク
又
救
恤
問
題
ハ
殊
ノ
外
一
般
世
上
ノ
注
視
ス
ル
ト
コ

ロ
ト
ナ
ッ
テ
居
リ
マ
ス
カ
ラ
本
件
ノ
処
理
ハ
最
モ
公
平
迅
速
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
信
ゼ
ラ
レ
ル

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
特
ニ
上
海
第
三
国
人
ノ
被
害
ニ
付
テ
ハ
種
々
機
微
ナ
ル
国
際
上
ノ
関
係
モ

ア
リ
速
カ
ニ
円
満
ナ
ル
解
決
ヲ
図
ル
ノ
必
要
ア
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
」

こ
れ
ま
で
の
戦
時
在
留
邦
人
救
恤
政
策
と
は
異
な
る
か
な
り
の
困
難
さ
を
は
ら
む
も
の

と
し
て
、
満
州
事
変
・
第
一
次
上
海
事
変
の
救
恤
は
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
る（
９
）。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
の
ち
救
恤
審
査
会
は
一
九
三
四
年
一
月
ま
で
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、「
今
回
ノ
救
恤
ニ
当
ル
ヘ
キ
被
害
ハ
其
ノ
発
生
ノ
地
域
ハ
満
洲
及
支
那
本

部
ノ
各
地
ニ
亘
リ
且
ツ
被
害
ノ
内
容
モ
雑
多
ナ
ル
為
申
請
書
ノ
経
由
官
庁
タ
ル
各
地
ノ
領
事

館
ニ
於
テ
申
請
書
記
載
ノ
損
害
ノ
真
否
其
ノ
他
ノ
損
害
ノ
査
定
ニ
必
要
ナ
ル
調
査
ヲ
為
ス
ニ

多
大
ノ
日
時
ヲ
要
セ
ル
モ
ノ
少
ナ
カ
ラ
ス
為
ニ
損
害
ノ
申
請
書
ノ
進
達
速
カ
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ

ア
リ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
申
請
書
の
到
着
の
遅
れ
な
ど
、
審
査
事
務
の
遂
行
自
体
に
困
難

が
生
じ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
一
九
三
四
年
一
月
一
七
日
に
、
救
恤
審
査
会
は
上
海
事
変

の
外
国
人
救
済
に
振
り
向
け
る
金
額
を
決
定
し
、
満
州
事
変
の
日
本
人
被
害
者
に
対
す
る
救

恤
金
を
審
査
・
決
定
す
る
た
め
の
小
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

さ
ら
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
在
満
州
朝
鮮
人
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
と
は
全
く
別
の
手
続

き
が
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
申
請
な
ど
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
人
と

朝
鮮
人
は
、
審
査
手
続
き
な
ど
が
全
く
異
な
っ
て
い
た
。
日
本
人
に
関
し
て
は
、
前
述
の
小

委
員
会
が
審
査
し
、
個
別
の
救
恤
金
額
を
一
九
三
四
年
六
月
ま
で
に
決
定
し
て
い
た
。
し
か

し
、
在
満
州
朝
鮮
人
は
「
簡
易
手
続
」
な
る
も
の
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
朝
鮮
人
の
申
請
書

は
救
恤
審
査
会
で
調
査
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
申
請
書
を
受
け
取
っ
た
所
轄
の
領
事
が
審
査

し
、
そ
の
意
見
が
東
京
の
救
恤
審
査
会
に
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
日
本
人
の
救

恤
金
額
が
決
定
し
た
一
九
三
四
年
六
月
二
二
日
の
審
査
会
で
、
所
轄
領
事
へ
向
け
て
朝
鮮
人

向
け
の
各
地
救
恤
金
額
が
割
り
当
て
ら
れ
た
。
そ
の
上
で
、
一
九
三
四
年
八
月
に
な
っ
て
よ

う
や
く
個
別
の
救
恤
金
額
を
調
整
す
る
た
め
に
救
恤
審
査
会
に
「
朝
鮮
人
救
恤
小
委
員
会
」

を
作
り
、こ
こ
で
審
議
し
て
朝
鮮
人
の
救
恤
額
を
決
定
し
て
い
た
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、

手
続
き
的
な
こ
と
を
指
示
し
た
電
報
の
中
に
、「
在
満
朝
鮮
人
ノ
被
害
ニ
付
テ
ハ
被
害
事
件

多
数
且
ツ
複
雑
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
戸
籍
関
係
等
ノ
曖
昧
ナ
ル
者
多
数
ヲ
占
ム
ヘ
キ
ニ
鑑
ミ
各

被
害
者
ヨ
リ
一
々
正
規
ノ
申
請
書
、
証
拠
書
類
等
ヲ
提
出
セ
シ
ム
ル
コ
ト
頗
ル
困
難
ニ
シ
テ

之
カ
審
査
モ
甚
タ
煩
雑
ナ
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ
本
勅
令
案
第
十
条
但
書
ノ
規
定
ニ
依
リ
貴
館
ニ
為

シ
タ
ル
申
告
ヲ
以
テ
申
請
書
ニ
代
ヘ
シ
メ
画
一
的
標
準
ヲ
以
テ
救
恤
金
ヲ
下
附
ス
ル
ノ
外
ナ

シ
」
と
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る）

（（
（

。
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
実
は
満
州
事
変
で
被
害
を
受
け
た

の
は
朝
鮮
人
の
方
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、中
国
軍
が
敗
走
の
過
程
で
「
日
本
人
」

と
し
て
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
報
復
を
行
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る）

（（
（

。

こ
の
よ
う
な
過
程
の
中
で
、
救
恤
審
査
会
は
「
決
議
」
と
呼
ば
れ
る
各
種
の
審
査
基
準
を

決
定
し
、
こ
れ
に
従
っ
て
審
査
を
行
っ
た）

（（
（

。
ま
ず
、
救
済
対
象
は
地
理
的
に
も
内
容
的
に
も

き
わ
め
て
広
い
範
囲
を
扱
っ
て
い
た
。
い
さ
さ
か
長
い
の
だ
が
、
救
恤
審
査
会
が
決
議
し
た

救
恤
対
象
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

満
洲
及
支
那
（
香
港
ヲ
含
ム
）
ニ
於
テ
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
ヨ
リ
昭
和
八
年
三
月
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三
十
一
日
迄
ノ
間
ニ
日
本
軍
、
満
洲
軍
、
支
那
正
規
軍
ノ
戦
闘
行
為
、
支
那
正
規
軍
、
不
正

規
軍
、
支
那
官
憲
、
排
日
支
那
人
、
若
ハ
事
件
ニ
因
リ
治
安
維
持
薄
弱
ニ
乗
シ
タ
ル
支
那
人
、

満
洲
人
、
不
逞
鮮
人
ノ
掠
奪
、
放
火
、
其
ノ
他
ノ
暴
行
ニ
ヨ
リ
死
亡
、
負
傷
シ
若
ハ
監
禁
セ

ラ
レ
又
ハ
其
ノ
財
産
ヲ
喪
失
若
ハ
毀
損
シ
タ
ル
ニ
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
直
接
ノ
損
害
ヲ
救
恤
ス
、

財
産
損
害
ニ
関
シ
テ
ハ
喪
失
財
産
ノ
価
格
及
毀
損
財
産
ノ
毀
損
ニ
ヨ
ル
喪
失
価
格
又
ハ
修
繕

費
ノ
ミ
ヲ
救
恤
ス
、
損
害
中
ニ
ハ
予
想
利
得
ヲ
包
含
セ
シ
メ
ス

こ
れ
に
加
え
て
、
救
恤
さ
れ
る
場
合
と
さ
れ
な
い
場
合
は
詳
細
に
決
め
ら
れ
て
い
た
。
日

本
軍
の
用
務
従
事
、
義
勇
兵
と
し
て
の
業
務
に
よ
る
損
害
、
引
揚
中
の
財
産
盗
難
、
秩
序
混

乱
に
よ
る
財
産
喪
失
は
認
め
ら
れ
た
。
反
面
、「
単
純
ナ
ル
個
人
的
争
闘
」
に
よ
る
損
害
や
、

引
揚
費
用
、引
揚
に
よ
る
健
康
損
害
（
流
産
が
例
示
さ
れ
て
い
る
）
な
ど
は
救
済
さ
れ
な
か
っ

た
。
ま
た
、「
内
地
人
ノ
損
害
ニ
シ
テ
極
メ
テ
僅
少
ナ
ル
損
害
（
救
恤
額
十
円
以
下
）」
ま
た

は
そ
の
資
力
に
比
し
て
軽
微
な
損
害
は
「
救
恤
ノ
趣
旨
ニ
鑑
ミ
」
原
則
と
し
て
救
恤
し
な
い

こ
と
も
決
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
日
本
や
外
国
官
憲
・
満
鉄
や
加
害
者
か
ら
賠
償
な
ど
を

受
け
た
場
合
、
保
険
金
が
下
り
た
場
合
は
、
こ
の
分
が
控
除
さ
れ
た
。「
官
憲
ノ
制
止
ヲ
肯

セ
ス
冒
険
的
ニ
危
地
ニ
侵
入
シ
タ
ル
モ
ノ
」
に
つ
い
て
は
、
人
的
被
害
で
も
救
恤
金
額
を
半

額
に
減
ら
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
日
本
人
と
朝
鮮
人
（
満
州
在
住
で
民
間
人
の
場
合
）
に
つ
い
て
は
、
救
恤
金
額

に
か
な
り
の
差
異
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
日
本
人
の
救
恤
金
額
（
生
命
損
害
）
に
つ
い
て
は
、

一
九
三
四
年
一
月
の
救
恤
審
査
会
で
、
最
終
的
に
以
下
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
た
。

二
十
歳
以
上　

一
四
〇
〇
円

六
歳
以
上
二
十
歳
未
満　

七
〇
〇
円

六
歳
未
満　

三
五
〇
円

　

こ
れ
が
朝
鮮
人
の
場
合
に
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た）

（（
（

。

世
帯
主
（
遺
族
の
生
活
困
難
な
も
の
）
三
五
〇
円

世
帯
主
（
遺
族
の
生
活
困
難
で
な
い
も
の
）
三
〇
〇
円

家
族
一
五
〇
円

小
児
七
五
円

金
額
の
低
さ
と
と
も
に
、
金
額
を
決
め
る
基
準
も
異
な
っ
て
い
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
日

本
人
と
朝
鮮
人
は
救
恤
金
申
請
書
の
書
類
審
査
の
手
続
き
自
体
が
全
く
異
な
っ
て
い
た
。
そ

の
上
で
、
著
し
く
安
い
金
額
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
在
満
州
朝
鮮
人
が
日
本
国
民

で
あ
り
な
が
ら
も
日
本
人
と
は
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
ら
れ
て
処
理
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
な
ぜ
な
の
か
は
史
料
的
に
は
明
ら
か
で
は
な
い）

（（
（

。

　
　

三　

第
一
次
上
海
事
変
被
害
者
へ
の
救
恤

満
州
事
変
被
害
者
へ
の
救
恤
と
と
も
に
、
第
一
次
上
海
事
変
に
関
す
る
被
害
者
へ
の
救
恤

も
行
わ
れ
た
。
こ
の
救
恤
で
重
要
な
こ
と
は
、
初
め
て
外
国
人
に
対
す
る
救
恤
が
行
わ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
外
国
人
に
対
す
る
救
恤
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
例
外
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
法
律
な
ど
を
制
定
し
て
行
わ
れ
る
救
恤

の
場
合
、
原
則
と
し
て
「
日
本
臣
民
」
だ
け
が
対
象
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
今
回
の
第
一

次
上
海
事
変
の
場
合
、
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。
上
海
に
は
列
国
が
進
出
し
、
企
業
活
動
な

ど
を
行
っ
て
い
た
。
日
中
両
軍
が
戦
闘
を
行
え
ば
、
日
中
両
国
人
以
外
に
も
被
害
が
出
る
の

は
当
然
あ
り
得
る
こ
と
だ
っ
た
。日
本
政
府
も
こ
の
こ
と
は
否
定
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
次
上
海
事
変
に
つ
い
て
は
、
日
本
政
府
は
列
国
と
の
共
同
防
衛
の
一
環
と
し
て
遂
行
し

た
軍
事
作
戦
で
あ
る
と
い
う
建
前
を
取
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
列
国
の
国
民
に
対
す
る
軍

事
的
損
害
に
対
し
て
も
、そ
れ
な
り
の
こ
と
は
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、

こ
の
外
国
人
救
恤
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
い
き
た
い
。

前
述
し
た
と
お
り
、
日
本
軍
は
事
変
勃
発
直
後
か
ら
、
外
国
人
被
害
に
対
し
て
の
調
査
を

行
っ
て
い
た
。
外
国
人
側
か
ら
被
害
申
告
と
救
済
申
請
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
結
論
は
大
変
厳
し
く
、
地
理
的
条
件
や
被
害
の
内
容
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
対
象
者

を
絞
り
込
む
こ
と
を
提
起
し
て
い
た
。
被
害
金
額
査
定
方
針
で
は
、
対
象
に
対
す
る
評
価
を

「
甲
・
乙
・
丙
」
の
三
種
に
分
け
て
い
た
。
甲
は
日
本
軍
に
よ
る
被
害
で
あ
り
、
救
恤
の
対

象
と
さ
れ
た
。
乙
は
、
日
中
両
軍
の
い
ず
れ
に
よ
る
も
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、「
手
心
ヲ
加

ヘ
得
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
（
こ
れ
は
さ
ら
に
、
政
治
的
な
さ
じ
加
減
の
程
度
が
三
段

階
に
分
け
ら
れ
て
い
た
）。
中
国
軍
駐
屯
地
に
あ
っ
た
も
の
な
ど
は
「
丙
」
と
さ
れ
、
救
恤

対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
た）

（（
（

。
こ
の
外
国
人
被
害
救
恤
問
題
で
は
、
こ
の
よ
う
な
被
害
認
定

と
救
恤
金
支
払
い
、
そ
し
て
外
交
交
渉
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
被
害
認
定
自
体
を
し
た
く

満州事変・第一次上海事変被害者に対する救恤、一九三三―一九三五年
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な
い
日
本
軍
、
被
害
は
認
め
て
も
救
恤
金
を
値
切
り
た
い
日
本
政
府
、
そ
し
て
で
き
る
だ
け

経
済
的
救
済
を
得
た
い
と
考
え
て
い
る
人
々
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
側
で
こ

の
問
題
に
最
前
線
で
か
か
わ
っ
て
い
た
の
が
、
上
海
総
領
事
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
石
射
猪

太
郎
と
、
寺
崎
英
成
だ
っ
た
。

す
で
に
、
い
く
つ
か
の
動
き
が
あ
っ
た
。
当
時
、
戦
争
に
よ
る
民
間
人
損
害
は
補
償
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
国
際
法
上
の
考
え
方
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
国

際
法
学
者
ク
イ
ン
シ
ー
・
ラ
イ
ト
は
、
第
一
次
上
海
事
変
で
の
日
本
の
軍
事
行
動
が
国
際
法

上
正
当
化
で
き
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
に
損
害
賠
償
を
求
め
る
権
利
が
あ
る
、
と
い
う

内
容
の
論
文
を
発
表
し
て
い
た）

（（
（

。
実
際
に
、
こ
れ
は
戦
争
で
は
な
い
か
ら
、
日
本
に
対
し
て

そ
れ
な
り
の
賠
償
を
求
め
る
と
い
う
動
き
も
出
て
き
て
い
た
。
日
本
政
府
は
、
で
き
る
だ
け

安
く
、
相
手
に
満
足
を
与
え
て
紛
争
を
事
前
に
予
防
す
る
と
い
う
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。

救
恤
金
を
い
か
に
効
果
的
に
使
う
か
が
こ
こ
で
は
問
題
だ
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
考
え
が
示
さ
れ
た
。
一
九
三
二
年
一
一
月
に
示
さ
れ
た
案）

（（
（

で
は
「
単
ニ
純
理
論
（
日
本

側
に
は
賠
償
責
任
は
な
い
、
と
い
う
こ
と―

井
竿
）
ヲ
以
テ
推
シ
通
サ
ス
見
舞
金
ノ
名
目
ノ

下
ニ
示
談
解
決
ヲ
ナ
シ
第
三
国
側
ヨ
リ
本
問
題
ヲ
国
際
司
法
裁
判
所
ニ
提
起
セ
ラ
ル
ル
カ
如

キ
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
」
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
ま
た
、
陸
海
軍
側
は
、
中
国
軍
の

い
た
場
所
で
の
損
害
は
救
済
し
な
い
と
言
っ
て
い
た
が
、
こ
ち
ら
で
は
「
租
界
内
支
那
側
砲

弾
殊
ニ
陸
戦
隊
本
部
近
ク
落
下
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
前
例
ト
ナ
ラ
サ
ル
保
証
ノ
下
ニ
見
舞
金
乃
至

涙
金
ト
シ
テ
之
ヲ
認
ム
ル
方
有
利
ナ
リ
ト
思
考
セ
ラ
ル
」
と
し
て
、
一
定
程
度
の
救
済
を
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
条
件
で
救
恤
金
を
考
え
て
は
ど
う

か
と
提
起
し
て
い
た
。

「
被
害
者
ノ
国
籍
ま
た
国
籍
ノ
性
質
ニ
ヨ
ル
」

「
対
手
国
ノ
如
何
ニ
ヨ
ル
」

「
証
拠
ノ
確
否
」

「
金
額
ノ
大
小
」

「
他
ニ
影
響
ス
ル
程
度
」（
一
件
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ニ
ヨ
リ
他
ニ
多
数
ヲ
認
メ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル

ニ
至
ル
コ
ト
無
キ
ヤ
ノ
検
討
等
）

さ
ら
に
別
の
文
書）

（（
（

で
は
、
救
恤
金
は
給
付
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い

た
。「
受
領
者
ニ
満
足
ヲ
与
ヘ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
何
等
効
果
ナ
ク
」、
遅
れ
て
示
談
と
な
る
と
こ

じ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、「
将
来
我
方
ニ
対
シ
テ
何
等
要
求
ヲ
申
出
テ
サ
ル
コ
ト
条
件
ト

シ
テ
支
給
ス
ル
コ
ト
」
が
必
要
で
あ
る
。「
殊
ニ
本
件
見
舞
金
ハ
大
体
一
斉
ニ
而
モ
速
ニ
行

ハ
レ
サ
レ
ハ
後
ニ
至
リ
支
給
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
態
度
カ
強
硬
ト
ナ
ル
虞
レ
充
分
ニ
ア
リ
仍
テ
相

害マ
マ

余
裕
ア
ル
額
ヲ
予
算
ニ
計
上
シ
オ
ク
コ
ト
必
要
ナ
リ
ト
ス
」
と
、
外
国
人
用
の
救
恤
予
算

は
あ
る
程
度
と
っ
て
置
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
主
張
し
て
い
た
（
こ
の
時
に
は
外
国
人
用

の
救
恤
金
だ
け
で
七
〇
万
円
を
要
求
し
て
い
た
）。
外
国
人
の
被
害
申
請
に
は
厳
し
い
査
定

基
準
で
臨
ん
で
い
て
も
、
最
終
的
に
妥
協
策
と
し
て
救
恤
金
の
政
治
的
な
積
み
増
し
が
い
る

で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

救
恤
に
関
す
る
勅
令
が
発
布
さ
れ
る
前
後
、
現
地
の
石
射
は
各
種
の
検
討
作
業
に
入
っ

た
。
内
田
康
哉
外
務
大
臣
と
の
や
り
取
り
の
中
で
、
石
射
総
領
事
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て

い
る
。
邦
人
被
害
と
外
国
人
被
害
で
は
、
実
は
査
定
額
が
異
な
る
。
そ
の
た
め
外
国
人
被
害

者
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
し
て
「
我
方
ノ
誠
意
ヲ
疑
ヒ
我
方
措
置
ノ
不
公

平
ヲ
鳴
ラ
シ
或
ハ
第
三
国
人
側
カ
相
率
ヒ
テ
共
同
戦
線
ヲ
張
リ
来
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
保
セ
ス
又

外
字
紙
等
モ
黙
ッ
テ
居
サ
ル
ヘ
ク
頗
ル
面
倒
ナ
ル
問
題
ト
ナ
ル
コ
ト
ト
思
考
セ
ラ
ル
ル
処
」

で
あ
る
。
日
本
側
が
早
め
に
対
策
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（（
（

。
よ
り
ス
ト
レ
ー
ト
に
本
音

の
記
さ
れ
た
文
書
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
「（
外
国
人
向
け
の―

井
竿
）
査
定
ハ
最
モ
厳
重
ヲ

極
メ
居
リ
極
力
要
求
ヲ
蹴
ル
方
針
ナ
ル
コ
ト
ニ
於
テ
邦
人
直
被
ノ
場
合
ト
ハ
大
イ
ニ
異
ル
」

と
書
か
れ
て
い
た）

（（
（

。
さ
ら
に
外
交
交
渉
な
ど
を
想
定
し
た
文
書
で
は
、「
賠
償
要
求
ニ
応
ス

ル
ニ
非
サ
ル
コ
ト
ヲ
第
三
国
人
側
ニ
明
白
ニ
ス
ル
コ
ト
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
の

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
経
費
ま
で
想
定
さ
れ
て
い
た
。
外
国
の
外
交
官
に
対
し
て
は
、「
ス
テ
ー
ト

メ
ン
ト
」
を
作
成
し
て
渡
す
べ
き
だ
と
書
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
見
舞
金
ヲ
与
フ
ル
趣

旨
ヲ
上
海
事
件
ノ
性
質
責
任
ノ
帰
属
ヨ
リ
説
キ
起
シ
詳
細
書
ク
コ
ト
（
右
ニ
ヨ
リ
対
手
ノ
賠

償
要
求
ヲ
当
方
ハ
認
メ
居
ラ
ス
只
情
ト
シ
テ
忍
ヒ
ス
救
恤
ス
ル
所
以
ヲ
充
分
認
識
セ
シ
ム
ル

コ
ト
）」
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
際
に
「「
シ
ベ
リ
ア
」
出
兵
後
始

末
ノ
長
年
月
ヲ
費
シ
タ
ル
コ
ト
」
を
日
本
側
か
ら
説
明
し
、
早
く
日
本
の
立
場
を
承
認
さ
せ

る
よ
う
に
仕
向
け
よ
と
書
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
救
恤
な
ど
の
問
題
か
ら
見
た
シ
ベ
リ
ア

出
兵
問
題
は
、
こ
の
時
点
で
学
ぶ
べ
き
先
例
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る）

（（
（

。
あ
ら
か
じ
め

権
利
性
を
剥
奪
し
、
徹
底
的
に
金
額
を
値
切
り
、
そ
れ
で
い
て
相
手
に
満
足
を
与
え
る
。
こ

の
困
難
な
救
恤
金
交
渉
は
か
な
り
長
く
か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。

例
外
的
に
救
済
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
中
国
人
経
営
の
工
場
被
害
に
つ
い
て
は
、
か

な
り
容
易
に
話
が
進
ん
だ
。
相
手
側
の
弁
護
士
が
や
っ
て
き
た
際
に
、
日
本
領
事
館
担
当
者
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は
「
訴
訟
ハ
日
本
語
ニ
テ
日
本
法
律
ノ
定
ム
ル
形
式
ニ
ヨ
リ
為
サ
ル
ル
ヲ
要
ス
右
ニ
ハ
日
本

人
弁
護
士
ヲ
必
要
ト
ス
ヘ
キ
ヲ
以
テ
上
海
ニ
テ
不
可
能
ナ
ラ
ハ
長
崎
或
ハ
東
京
ヨ
リ
之
ヲ
招

聘
ス
ル
モ
一
法
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
述
べ
、
訴
訟
に
す
る
と
手
間
と
リ
ス
ク
が
増
大
す
る
と
相
手

を
牽
制
し
た
。
そ
の
上
で
示
談
を
持
ち
掛
け
、
す
ぐ
に
話
が
ま
と
ま
っ
た）

（（
（

。

こ
の
救
恤
交
渉
は
、
か
な
り
多
く
の
国
を
相
手
に
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
の
中
で

も
、
米
英
両
国
に
対
す
る
も
の
が
最
も
多
か
っ
た
。
特
に
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
、
ア
メ
リ
カ

政
府
が
日
本
の
救
恤
方
針
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
交
渉
は
非
常
に
困
難
を
極
め
た
。

し
か
も
現
地
の
石
射
総
領
事
は
、
実
際
の
救
恤
金
額
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
い
金
額
を
提
示

し
て
可
能
な
限
り
救
恤
金
を
値
切
っ
た
。
現
場
で
交
渉
に
あ
た
っ
た
寺
崎
英
成
に
は
「
実
際

（
約
十
一
万
円
）
ヨ
リ
大
割
引
シ
タ
ル
数
字
（
六
万
円
、
申
告
額
の
約
五
（
〇
？
）
％
見
当

ノ
処
ニ
テ
話
合
ヒ
居
レ
リ
）
ヲ
提
示
シ
タ
ル
処
米
国
側
ハ
痛
ク
驚
愕
失
望
シ
タ
ル
趣
ナ
ル
カ

当
方
ハ
飽
迄
強
硬
ニ
突
張
リ
真
実
ノ
数
字
ハ
当
分
ノ
間
仕
舞
ヒ
置
ク
予
定
」
が
あ
っ
た
。
ア

メ
リ
カ
側
が
東
京
の
政
府
と
交
渉
し
て
打
開
策
を
求
め
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
何
も
答
え
な
い

で
ほ
し
い
と
石
射
は
本
国
に
釘
を
刺
し
た）

（（
（

。
し
か
も
す
る
こ
と
は
「
精
密
ナ
ル
調
査
ヲ
土
台

ト
シ
詳
細
説
明
ヲ
加
ヘ
一
方
相
手
方
ノ
増
額
要
求
ハ
断
然
突
撥
ネ
随
時
本
件
外
交
交
渉
ノ
徒

労
ニ
終
ル
ヘ
キ
事
ヲ
「
イ
ン
プ
レ
ス
」
シ
又
他
ノ
関
係
国
ト
協
同
戦
線
ヲ
張
ラ
シ
ム
ル
カ
如

キ
事
態
ト
ス
ル
ヲ
厳
戒
ス
ル
」
と
い
う
、
各
個
撃
破
で
の
値
切
り
交
渉
だ
っ
た
。
他
国
と
の

共
闘
を
阻
む
た
め
に
「
米
国
側
ヲ
十
七
ヶ
国
中
第
一
番
ニ
取
上
ケ
タ
ル
事
ヲ
恩
ニ
着
セ
他
国

ニ
ハ
本
件
日
米
間
ニ
進
行
中
ナ
ル
事
ヲ
口
止
メ
」
し
て
い
た）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
あ
ら
か

じ
め
日
本
側
の
作
っ
た
土
俵
に
被
害
者
を
乗
せ
て
い
く
と
い
う
作
戦
が
取
ら
れ
た
。
こ
の
過

程
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
妥
協
策
を
持
ち
か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
日
本
側
は
個
別
の
申
請

者
に
対
す
る
救
恤
の
可
否
と
金
額
を
決
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
総
額
を
国
単
位
で
全
部
ま

と
め
て
相
手
国
の
当
局
に
渡
し
、
相
手
国
政
府
で
救
恤
申
請
者
す
べ
て
に
割
り
振
り
直
さ
せ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
側
の
決
定
に
従
う
と
、
救
恤
金
交
付
を
受
け
ら
れ
る
外
国
人

は
極
め
て
少
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
う
す
れ
ば
、
申
請
者
す
べ
て
に
救
恤
金
が
い
き
わ
た

り
、
日
本
側
の
負
担
は
増
え
な
い
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
外
国
側
は
容
易
に
折
れ
な
か
っ
た
。
特
に
、
ア
メ
リ
カ
と
の
や
り
取
り
が
最
も

こ
じ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
救
恤
金
そ
の
も
の
の
額
が
少
な
い
こ
と
、
救
恤
さ
れ
な
い
者

の
多
い
こ
と
を
問
題
視
し
、「
将
来
ニ
於
ケ
ル
請
求
額
ヲ
留
保
シ
外
交
々
渉
ニ
移
シ
得
ヘ
キ

モ
ノ
ト
ノ
見
解
」
を
持
っ
て
い
る
と
明
言
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
に
言
わ
せ
れ
ば
、
救
恤
金
は

「
其
ノ
性
質
ヨ
リ
見
ル
モ
一
種
ノ
「
ギ
フ
ト
」」
で
あ
り
、
た
と
え
領
収
書
を
出
し
て
も
対
日

賠
償
請
求
権
が
残
る
、
と
言
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
言
い
分
を
聞
い
た
日
本
側
の
寺
崎

英
成
は
、
外
交
交
渉
に
訴
え
て
も
無
駄
で
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
請
求
権
を
放
棄
し
な
い
限
り

救
恤
金
は
渡
せ
な
い
、「
貰
ヘ
ル
モ
ノ
ハ
貰
フ
カ
尚
不
足
ノ
分
ハ
外
交
々
渉
ト
云
フ
ハ
余
リ

ニ
虫
カ
好
過
キ
ル
話
」
で
あ
る
と
返
し
た
。
日
本
側
に
賠
償
責
任
は
な
い
、「
側
杖
ヲ
喰
ヒ

タ
ル
第
三
国
人
ヲ
気
ノ
毒
ナ
リ
ト
思
フ
念
ヨ
リ
「
ソ
レ
イ
シ
ャ
ム
」（Solatium

、
救
恤
金

に
充
て
ら
れ
た
訳
語―

井
竿
）
ヲ
出
タ
ス
次
第
ナ
レ
ハ
権
利
ノ
留
保
ト
云
フ
カ
如
キ
権
利
義

務
ニ
基
ク
理
窟
ヲ
貴
方
ヨ
リ
並
ヘ
ラ
ル
ル
ニ
於
テ
ハ
当
方
モ
賠
償
責
任
ハ
無
キ
ニ
依
リ
金
ハ

一
弗
モ
出
サ
ス
取
リ
タ
ケ
レ
ハ
支
那
側
ヨ
リ
取
レ
ト
云
フ
カ
如
キ
理
窟
ヲ
並
ヘ
サ
ル
ヘ
カ
ラ

ス
結
局
解
決
ハ
不
可
能
ト
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
か
な
り
強
気
な
態
度
で
請
求
権
放
棄
を
迫
っ
た
の

で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
時
は
こ
れ
で
済
ん
だ
の
だ
が
、
数
日
後
ま
た
ア
メ
リ
カ
側
と
の
交
渉
で
、
救

恤
金
が
少
な
い
も
の
は
外
交
交
渉
な
ど
の
長
期
戦
に
訴
え
る
気
で
い
る
と
聞
か
さ
れ
る
と
、

寺
崎
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
も
と
も
と
日
本
政
府
部
内
に
は
外
国
人
救
恤
へ
の
不
要
論
も

あ
っ
た
。
救
恤
金
を
出
せ
ば
、
第
一
次
上
海
事
変
に
対
し
、
日
本
は
痛
く
な
い
腹
を
探
ら
れ

る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
。
と
は
い
え
「
地
元
タ
ル
当
館
ト
シ
テ
ハ
第
三
国
人
ノ
被
害
ヲ
目

前
ニ
見
居
ル
ヲ
以
テ
特
ニ
気
ノ
毒
ニ
思
ヒ
右
論
者
ニ
対
シ
此
ノ
際
理
窟
抜
キ
ニ
事
情
特
ニ
諒

ト
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
限
リ
例
外
的
ニ
「
ソ
レ
ー
シ
ャ
ム
」
ヲ
出
シ
被
害
ノ
幾
分
ナ
リ
ト
モ
緩
和

シ
度
シ
ト
百
％
努
力
シ
タ
ル
結
果
漸
ク
今
日
ニ
立
至
リ
タ
ル
」結
果
な
の
だ
と
言
っ
て
い
た
。

寺
崎
は
最
後
に
「
余
リ
理
窟
ヲ
持
出
サ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
或
ハ
意
外
ナ
ル
結
果
ヲ
招
来
ス
ル
ヤ

モ
知
レ
ス
」
と
半
分
脅
迫
め
い
た
一
言
ま
で
付
け
加
え
た）

（（
（

。
ア
メ
リ
カ
側
は
そ
れ
で
も
納
得

せ
ず
、
こ
の
後
、
一
九
三
四
年
八
月
に
も
「「
ク
レ
ー
マ
ン
ト
」
ハ
救
恤
金
受
領
ノ
際
領
収

書
ノ
外
ニ
請
求
権
放
棄
ノ
一
札
ヲ
入
ル
ル
必
要
ア
リ
ヤ
必
要
ア
リ
ト
セ
ハ
甚
タ
困
難
ナ
リ
」

と
し
て
、
外
交
交
渉
に
訴
え
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
寺
崎
は
こ
れ
で
も
ア
メ
リ
カ
側

へ
の
好
意
を
示
し
た
結
果
だ
と
感
情
面
に
訴
え
る
戦
術
に
出
た
が
、ア
メ
リ
カ
側
係
官
は「
好

意
ハ
充
分
多
ト
ス
ル
モ
何
様
金
額
カ
余
リ
ニ
少
シ
」
と
納
得
し
な
か
っ
た）

（（
（

。
寺
崎
は
イ
ギ
リ

ス
側
と
も
後
に
こ
の
よ
う
な
交
渉
を
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
側
係
官
も
、
申
告
の
中
で
日
本
軍
の

行
為
の
結
果
で
な
い
も
の
は
排
除
し
、中
国
軍
の
行
為
に
よ
る
も
の
は
中
国
側
に
請
求
し
た
、

そ
れ
で
も
少
な
い
の
は
納
得
で
き
な
い
と
言
っ
た
。
し
か
し
寺
崎
は
「
上
海
事
件
ハ
従
来
ノ

国
際
法
、
国
際
慣
例
ヲ
以
テ
ハ
律
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
」、
む
し
ろ
国
際
法
を
適
用
す
れ
ば
日

本
に
は
救
恤
の
義
務
は
な
い
の
で
好
都
合
だ
と
ま
で
言
い
放
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
側
は
救
恤
金

額
の
少
な
さ
を
述
べ
た
が
、
寺
崎
は
拒
否
し
た
う
え
で
以
下
の
よ
う
に
言
い
返
し
た）

（（
（

。
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「
本
件
ハ
「
ソ
レ
ー
シ
ャ
ム
」
ニ
シ
テ
「
イ
ン
デ
ム
ニ
テ
イ
」
ニ
モ
「
レ
バ
レ
ー
シ
ョ
ン
」

ニ
モ
「
コ
ン
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
」
ニ
モ
非
ス
従
テ
「
デ
ィ
ス
カ
ス
」
ス
ヘ
キ
性
質
ノ
モ
ノ
ニ

ハ
非
サ
ル
ヘ
シ
乍
然
当
方
ハ
過
去
二
年
ニ
亘
リ
各
件
ニ
付
詳
細
ナ
ル
調
査
ヲ
遂
ケ
タ
ル
モ
ノ

ナ
レ
ハ「
デ
ィ
ス
カ
シ
ョ
ン
」ハ
別
ト
シ「
エ
ク
ス
プ
ラ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」ハ
欣
ン
デ
致
ス
ヘ
シ
」

こ
の
よ
う
な
、
妥
協
の
余
地
が
最
初
か
ら
な
い
交
渉
は
甚
だ
気
骨
の
折
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
寺
崎
は
本
省
に
い
る
関
係
者
あ
て
の
書
簡
で
「
エ
ラ
イ
モ
ノ
ヲ
引
受
ケ
タ
ネ
。
俺
モ
閉

口
シ
テ
ヰ
ル
ガ
、
誰
カ
ハ
ヤ
ラ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ノ
ダ
カ
ラ
仕
方
ガ
無
イ
。
一
生
懸
命
ヤ
ル
ヨ
リ

外
ハ
無
イ
次
第
ダ
」
と
ぼ
や
い
た）

（（
（

。

外
国
人
救
恤
金
交
付
は
、
結
局
一
九
三
五
年
ま
で
も
つ
れ
こ
ん
だ
。
救
恤
金
は
公
的
予
算

で
あ
る
か
ら
、
会
計
年
度
を
ま
た
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
最
終
的
な
処
理
が
急
が
れ
た）

（（
（

。

こ
の
よ
う
な
中
で
も
、
政
治
的
な
さ
じ
加
減
は
行
わ
れ
た
。
地
域
的
に
は
救
恤
対
象
に
で
き

な
い
場
所
で
被
害
に
あ
っ
た
デ
ン
マ
ー
ク
人
に
対
し
、
日
露
戦
争
以
来
の
親
日
家
で
あ
り
、

「
情
ニ
於
テ
忍
ヒ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
将
来
同
人
利
用
上
ニ
モ
面
白
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
」
機
密

厳
守
を
約
束
さ
せ
て
例
外
的
に
特
別
に
救
恤
金
を
交
付
し
た
の
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
人
物
は
「
帝

国
政
府
ノ
好
意
ヲ
深
謝
シ
タ
ル
後
来
ル
休
暇
ニ
ハ
日
本
ニ
赴
キ
其
地
ニ
於
テ
右
二
千
円
ヲ
費

消
ス
ル
」
と
い
さ
さ
か
わ
ざ
と
ら
し
い
ほ
ど
感
激
し
て
み
せ
た
。
し
か
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
総

領
事
は
こ
の
よ
う
な
日
本
側
の
「
特
別
の
好
意
」
に
は
動
か
さ
れ
な
か
っ
た
。
本
人
の
被
害

申
告
に
対
し
て
渡
さ
れ
る
救
恤
金
額
が
少
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
救
恤
金
領
収
書
へ
の
裏
書

を
拒
否
し
た
（
本
人
が
受
け
取
る
こ
と
は
妨
げ
な
か
っ
た
）
の
で
あ
る）

（（
（

。

そ
れ
ば
か
り
か
、
途
中
で
交
渉
を
拒
否
し
て
救
恤
金
を
受
け
取
ら
な
い
例
も
現
れ
た
。
フ

ラ
ン
ス
人
へ
の
救
恤
金
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
外
交
当
局
も
金
額
の
少
な
さ
に
つ
い
て
不
満
を

述
べ
て
い
た
例
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
被
害
者
本
人
も
金
額
に
抗
議
し
て
救
恤
金
の
受
領
を

拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
側
は
元
来
「
救
恤
丙
」
す
な
わ
ち
救
恤
不
可
の
と
こ
ろ
を
特
別

に
救
恤
金
交
付
に
持
ち
込
ん
だ
の
だ
と
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
人
被
害
者
は

本
国
に
帰
り
、
日
本
側
と
一
切
の
連
絡
を
絶
っ
た
。
寺
崎
は
、
ど
ん
な
に
連
絡
を
取
っ
て
も

つ
な
が
ら
な
い
の
で
「
文
字
通
リ
腐
リ
マ
シ
タ
。
モ
ウ
少
シ
待
ッ
テ
モ
未
回
答
ナ
ラ
バ
、
救

恤
外
ニ
放
リ
出
ス
ヨ
リ
外
無
キ
処
、
勿
論
出
来
タ
ラ
バ　

例
ノ
目
腐
レ
金
ニ
テ　

後
腹
ノ
病

メ
ザ
ル
様
解
決
シ
度
。
兎
ニ
角
大
イ
ニ
閉
口
中
デ
ス
」
と
困
惑
を
極
め
て
い
る
様
子
を
書
き

残
し
て
い
る）

（（
（

。
解
決
策
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
領
事
に
救
恤
金
を
寄
託
す
る
案
な
ど
も
考
え
ら

れ
た
。
し
か
し
救
恤
金
は
本
人
か
合
法
的
な
代
理
人
に
し
か
渡
せ
な
い
、
必
ず
受
領
書
を
取

る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た）

（（
（

。
そ
の
上
、
被
害
者
の
代
理
人
を
務
め
る
企
業
か
ら
救
恤
金
受
け

取
り
を
拒
絶
さ
れ
た
。
日
本
側
は
関
係
者
か
ら
「
期
限
ま
で
に
回
答
し
な
い
と
き
は
救
恤
金

の
問
題
は
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
る
」
と
い
う
一
筆
を
取
っ
た
。
結
局
、
こ
の
被
害
者
は
救
恤
金

を
最
後
ま
で
受
け
取
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る）

（（
（

。

一
度
受
け
取
っ
た
救
恤
金
を
拒
絶
し
返
送
す
る
例
も
現
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
電
話
会
社

が
、
電
線
被
害
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
救
恤
金
を
返
送
し
て
き
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
日
本

側
係
官
は
「
過
去
ニ
於
ケ
ル
話
合
内
容
ヲ
繰
返
ヘ
シ
タ
ル
上
米
国
側
ニ
テ
万
一
外
交
々
渉
ニ

訴
ヘ
来
ル
ト
ス
ル
モ
右
ハ
全
然
徒
労
ニ
終
ル
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
強
ク
断
言
」
し
た
。
救
恤
金
の
交

渉
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
と
強
く
出
た
の
で
あ
る
。
だ
が
ア
メ
リ
カ
側
は
「
吾
人
ハ
将
来
ニ
対

シ
左
迄
「
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
ニ
ハ
非
ス
今
日
不
可
能
ノ
事
ハ
将
来
亦
永
遠
ニ
不
可
能
ナ

ル
ヘ
シ
ト
ハ
何
人
モ
断
言
シ
得
サ
ル
ヘ
シ
」
と
不
気
味
な
返
答
を
し
た）

（（
（

。

第
一
次
上
海
事
変
に
対
す
る
救
恤
金
は
、
以
上
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
交
付
さ
れ
た
。
日

本
側
は
救
恤
金
を
可
能
な
限
り
値
切
っ
た
。
相
手
が
金
額
が
少
な
い
と
苦
情
を
申
し
立
て
て

も
、
救
恤
金
を
相
手
に
押
し
付
け
る
よ
う
に
し
て
支
払
っ
た
。
し
か
も
当
初
見
積
も
っ
た
救

恤
金
は
現
場
で
さ
ら
に
値
切
っ
た
う
え
で
渡
さ
れ
て
い
た
。
何
も
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
が
、
相
手
国
の
要
求
は
絶
対
に
受
け
入
れ
な
い
、
可
能
な
ら
ば
予
定
以
上
に
削
減
し
た
い

と
い
う
か
な
り
狭
隘
な
条
件
を
課
さ
れ
た
上
で
の
救
恤
金
交
付
は
、
諸
所
で
不
満
や
抗
議
に

ぶ
つ
か
っ
た
。
し
か
し
日
本
側
も
、
当
初
軍
側
が
査
定
し
た
結
果
を
相
当
な
幅
で
覆
し
て
い

る
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
妥
協
も
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
結
果

に
終
わ
っ
た
理
由
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

小
括

満
州
事
変
・
第
一
次
上
海
事
変
で
の
被
害
者
に
対
す
る
救
恤
は
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
か
な

り
変
化
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
外
国
人
に
対
す
る
救
恤
金
交
付
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
外
国
人
に
は
救
恤
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
。
第
一
次
世
界

大
戦
の
救
恤
金
の
場
合
は
、「
帝
国
臣
民
」
と
対
象
が
明
確
に
法
律
で
限
定
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
上
海
と
い
う
国
際
都
市
で
行
わ
れ
た
戦
闘
に
対
し
て
、
日
本
人
だ
け
に
救
恤
金
を

支
払
う
と
い
う
こ
と
で
は
事
態
の
処
理
は
不
可
能
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
第
一
次
上
海
事

変
で
の
外
国
人
救
恤
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
政
府
は
自
国
民
に

対
し
て
と
は
異
な
り
、可
能
な
限
り
救
恤
金
を
支
払
わ
な
い
と
い
う
前
提
で
行
動
し
て
い
た
。
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そ
の
こ
と
が
、
救
済
対
象
者
の
数
や
金
額
の
少
な
さ
に
対
す
る
外
国
側
の
抗
議
に
上
海
総
領

事
館
が
応
答
せ
ね
ば
な
ら
な
い
原
因
だ
っ
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
か
な
り
の
不
満
を
内
包

さ
せ
た
ま
ま
の
結
果
と
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
全
部
の
救
恤
金
支
払
い
に
二
年
も
か
か
っ
た

こ
と
や
、
ア
メ
リ
カ
領
事
館
員
の
「
今
日
不
可
能
ノ
事
ハ
将
来
亦
永
遠
ニ
不
可
能
ナ
ル
ヘ
シ

ト
ハ
何
人
モ
断
言
シ
得
サ
ル
ヘ
シ
」
と
い
う
捨
て
台
詞
は
端
的
に
そ
れ
を
思
わ
せ
る
。

ま
た
、
明
快
に
な
っ
た
の
は
、
同
じ
「
日
本
人
」
で
あ
っ
て
も
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
著
し

い
救
恤
金
額
の
差
で
あ
る
。
被
害
を
訴
え
た
数
の
差
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
お
び
た
だ
し

い
被
害
申
告
を
生
ん
だ
の
は
な
ぜ
な
の
か
も
考
え
て
み
る
必
要
は
あ
る
。
満
州
と
い
う
土
地

に
あ
っ
て
、
日
本
人
・
朝
鮮
人
・
中
国
人
の
力
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と

い
う
こ
と
と
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
れ
は
単
に
過
去
の
出
来
事
と
し
て
終
わ
る
わ
け
で
も

な
い
。
し
か
も
、
朝
鮮
人
に
関
し
て
は
被
害
申
告
の
多
さ
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
日
本
人
に

対
す
る
よ
う
な
丁
寧
な
審
査
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
シ
ベ
リ
ア
出
兵
の
時
も
、
朝
鮮
人
の
救

恤
申
請
は
あ
ま
り
日
本
側
に
は
よ
く
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
感
情
の
底
流
が

こ
の
時
点
で
も
あ
っ
た
た
め
な
の
か
は
こ
こ
か
ら
で
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
制
度
的
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
議
会
制
定
法
に
よ
る
方
式
か

ら
、
予
算
確
保
の
上
、
執
行
の
た
め
の
勅
令
制
定
と
い
う
方
法
に
切
り
替
わ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
救
恤
法
以
外
、
議
会
制
定
法
に
よ
る
救
恤
の
場
合
、
支
払
い
は
債

券
で
行
わ
れ
て
い
た
。
救
恤
金
を
現
金
で
迅
速
に
交
付
す
る
た
め
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ
以
後

日
本
が
長
い
緊
張
と
戦
争
の
時
代
に
入
っ
て
い
く
こ
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
制
度
変

更
は
当
時
の
現
実
と
重
な
り
合
っ
て
く
る
。最
終
的
に
日
米
開
戦
の
翌
年
に
制
定
さ
れ
る「
戦

時
災
害
保
護
法
」
の
よ
う
な
恒
久
法
へ
の
道
は
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
敷
か
れ
て
い
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

注（
１
）　

こ
れ
に
関
す
る
拙
稿
と
し
て
は
、「
ロ
シ
ア
革
命
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
被
害
者
へ
の
「
救

恤
」、
一
九
二
二
年
」『
山
口
県
立
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
一
三
号
、
二
〇
〇
七

年
、「
シ
ベ
リ
ア
引
揚
者
へ
の
「
救
恤
」、
一
九
二
三
年
」『
山
口
県
立
大
学
国
際
文
化

学
部
紀
要
』、
一
四
号
、
二
〇
〇
八
年
、「
日
露
開
戦
に
伴
う
引
揚
者
に
対
す
る
「
救

恤
」、一
九
〇
九
年
」『
松
尾
雅
嗣
教
授
退
職
記
念
論
文
集　

平
和
学
を
拓
く
』(IPSH

U

研
究
報
告
四
二
号)

、
広
島
大
学
平
和
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
編
集
・
刊
行
、
二
〇
〇
九

年
、「「
救
恤
」
政
策
か
ら
見
る
シ
ベ
リ
ア
出
兵
史
」『
ロ
シ
ア
史
研
究
』
八
四
号
、

二
〇
〇
九
年
、「
尼
港
事
件
・
オ
ホ
ー
ツ
ク
事
件
損
害
に
対
す
る
再
救
恤
、
一
九
二
六

年
」『
山
口
県
立
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
一
六
号
、
二
〇
一
〇
年
、「
第
一
次
世

界
大
戦
に
伴
う
被
害
に
対
す
る
「
救
恤
」、
一
九
二
五
年
」『
山
口
県
立
大
学
国
際
文

化
学
部
紀
要
』
一
八
号
、
二
〇
一
二
年
。

（
２
）　

全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
露
戦
争
時
に
、
サ
ハ
リ
ン
で
発
生
し
た
ロ
シ
ア

人
の
被
害
に
対
す
る
見
舞
金
の
提
供
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
伊
藤
信
哉
「
日
露
戦

争
に
お
け
る
『
戦
後
補
償
』
問
題
」
日
露
戦
争
研
究
会
編
『
日
露
戦
争
研
究
の
新
視
点
』

成
文
社
、
二
〇
〇
五
年
所
収
。

（
３
）　
「
上
海
事
変
被
害
商
工
業
者
救
済
ニ
関
ス
ル
件
」
は
、
一
九
三
二
年
八
月
二
八
日
に

衆
議
院
で
採
択
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ウ
ェ
ブ
版
の
帝
国
議
会
議
事
録

を
参
照
し
た
。

（
４
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
法
律
は
そ
の
後
か
な

り
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
法
律
は
時
限
立
法
だ
っ
た
が
、
そ

の
後
延
長
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。

（
５
）　
「
第
六
十
四
議
会
予
想
質
問
応
答
案
」
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
文
書

B020�1�49400

（
以
下
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
を
記
す
。
た
だ
し
、
こ
の
コ
ー
ド

の
下
に
さ
ら
に
分
岐
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
）。
た
だ
し
、
満
州
事
変
以
前
に
発
生

し
た
抗
日
運
動
な
ど
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
点
で
は
「
満
洲
事
変
及
上

海
事
変
被
害
者
ノ
救
恤
ヲ
実
施
ス
ル
ノ
計
画
ヲ
立
テ
タ
ル
以
上
前
記
往
来
ノ
未
解
決

案
件
被
害
者
ノ
救
済
ヲ
無
視
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
ヘ
キ
モ
財
政
上
ノ
理
由
モ
ア
リ
旁
々
目

下
研
究
中
ナ
リ
」
と
、
具
体
的
な
救
済
の
道
が
示
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

（
６
）　
「
昭
和
八
年
勅
令
第
百
四
十
三
号
ニ
依
ル
満
洲
事
件
ニ
因
リ
損
害
ヲ
被
リ
タ
ル
者
ノ

救
恤
ニ
関
ス
ル
調
書
」
一
九
三
四
年
九
月
、B020�048�100

。

（
７
）　

第
三
艦
隊
司
令
部
「
昭
和
七
年
五
月
十
五
日
調　

第
三
国
人
被
害
調
書
（
其
ノ
一
）」

B020�0492�00

。
中
国
人
が
外
国
人
と
の
提
携
関
係
な
ど
を
理
由
に
被
害
救
済
請
求

を
し
て
き
た
場
合
に
は
、
一
律
救
済
し
な
い
か
、
救
済
す
る
と
し
て
も
背
景
な
ど
を

徹
底
的
に
調
査
す
る
方
針
の
い
ず
れ
か
に
す
べ
き
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
８
）　
「
第
一
回
審
査
会
議
ニ
於
ケ
ル
会
長
ノ
挨
拶
」B020�0488�00

。「
守
島
課
長
殿
」

と
書
か
れ
た
封
筒
に
入
っ
て
い
る
。
救
恤
審
査
会
審
査
員
で
あ
る
守
島
伍
郎
の
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
９
）　

こ
れ
以
後
の
審
査
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
は
、
特
記
し
な
い
限
り
は
前
掲
「
昭
和
八

年
勅
令
第
百
四
十
三
号
ニ
依
ル
満
洲
事
件
ニ
因
リ
損
害
ヲ
被
リ
タ
ル
者
ノ
救
恤
ニ
関

ス
ル
調
書
」
を
も
と
に
し
て
い
る
。

（
10
）　
「
満
洲
事
件
ニ
依
リ
損
害
ヲ
被
リ
タ
ル
者
ノ
救
恤
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
三
三
年
五
月

一
一
日
。B020�048�100

。

（
11
）　

臼
井
勝
美
『
満
州
事
変
』
中
公
新
書
、
一
九
七
四
年
。

（
12
）　
「
昭
和
八
年
勅
令
第
一
四
三
号
ニ
基
ク
救
恤
審
査
ニ
関
ス
ル
決
議
案
（
但
シ
第
三
国

人
ノ
救
恤
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
）」B020�048��00

。
こ
の
文
書
は
い
く
つ
も
収

録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
期
間
内
に
何
度
も
修
正
や
訂
正
を
受
け
て
い
る
。

（
1�
）　
「
但
シ
世
帯
主
ニ
シ
テ
特
殊
ノ
事
情
ア
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
最
低
二
百
五
十
円
最
高

七
百
円
迄
支
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
い
う
例
外
事
項
が
特
記
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
、

残
っ
て
い
る
救
恤
決
定
者
一
覧
を
見
る
と
、
親
日
的
な
朝
鮮
人
と
思
わ
れ
る
も
の
に

は
多
め
の
救
恤
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
。
金
額
が
低
す
ぎ
る
こ
と
に
対
す
る
一
定
の

政
治
的
考
慮
だ
ろ
う
か
。

（
14
）　

不
思
議
な
の
は
、
満
州
以
外
で
被
害
を
こ
う
む
っ
た
朝
鮮
人
や
、
満
州
で
も
公
務
員

に
な
っ
て
い
た
朝
鮮
人
に
は
、「
内
地
人
ト
同
様
ノ
手
続
ニ
ヨ
リ
」
査
定
を
す
る
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
満
州
在
住
の
一
般
朝
鮮
人
に
だ
け
差
別
的
な
取
扱
い
を
し
た

理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
前
掲B020�048��00

。

（
1�
）　
「
別
紙
第
四
号　

査
定
方
針
「（
軍
側
ト
打
合
セ
）」」。
一
九
三
三
年
六
月
二
二
日
に

出
さ
れ
た
史
料
。B020�0488�00

。
こ
れ
以
前
に
も
既
に
決
ま
っ
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

（
1�
）　
「「
ク
イ
ン
シ
イ
、
ラ
イ
ト
」
ノ
論
文
「
上
海
ニ
於
ケ
ル
損
害
ニ
対
ス
ル
責
任
」
報
告

ノ
件
」
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
文
書B020�0489400

。
ク
イ
ン
シ
ー
・
ラ
イ
ト

の
論
文
そ
の
も
の
はQ

uincy W
right,"Responsibility for losses in Shanghai" 

T
he A

m
erican Journal of International Law

,V
ol.2�,19�2,pp.�8�-�90.

こ
の

文
書
に
はT

he A
m

erican Journal of International Law

が
一
冊
添
付
さ
れ
て

い
る
が
、
な
ぜ
か
論
文
掲
載
号
で
は
な
い
。

（
1�
）　
「
上
海
事
件
第
三
国
人
被
害
要
償
取
扱
方
ノ
件
」
前
掲B020�0489400

。

（
18
）　
「
上
海
事
件
ニ
依
ル
第
三
国
人
被
害
ニ
対
ス
ル
見
舞
金
ニ
関
ス
ル
説
明
書
」
前
掲

B020�0489400

。

（
19
）　

石
射
か
ら
内
田
宛
て
の
電
報
。
一
九
三
三
年
五
月
二
〇
日
。B020�0488�00

。

（
20
）　
「
上
海
事
件
第
三
国
人
被
害
救
恤
問
題
」
制
作
さ
れ
た
日
時
は
不
明
。
前
掲

B020�0488�00

。

（
21
）　
「
第
三
国
人
「
ク
レ
ー
ム
」
ニ
関
ス
ル
件
」。
日
時
不
明
。
前
掲B020�0488�00

。

一
部
黒
塗
り
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
る
。
二
段
組
み
で
び
っ
し
り
と
提
案
な
ど
が
記
さ

れ
て
い
る
。「「
シ
ベ
リ
ア
」
事
件
ノ
後
始
末
調
査
参
考
ト
ス
ル
コ
ト
」
と
い
う
言
葉

は
こ
の
文
書
の
別
の
と
こ
ろ
に
も
出
て
く
る
。

（
22
）　
「
上
海
事
件
賠
償
問
題
（
永
安
紡
績
第
三
工
場
ニ
関
ス
ル
件
）」
一
九
三
二
年
一
二
月

一
五
日
。
前
掲B020�0489400

。

（
2�
）　

石
射
総
領
事
か
ら
広
田
弘
毅
外
相
へ
の
電
報
。
一
九
三
四
年
三
月
二
日
。

B020�0490800

。

（
24
）　

石
射
総
領
事
か
ら
広
田
外
相
へ
。
一
九
三
四
年
三
月
二
六
日
。B020�0490800

。

後
日
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
広
田
外
相
か
ら
「
貴
案
ノ
趣
旨
ハ
至
極
結
構
ナ
ル
ニ
付
出

来
得
ル
限
リ
右
ニ
依
リ
話
ヲ
纒
メ
ラ
ル
ル
様
致
度
尚
出
来
得
レ
ハ
米
国
以
外
ノ
各
国

ニ
対
シ
テ
モ
同
様
「
ラ
イ
ン
」
ニ
テ
全
部
ノ
「
ク
レ
イ
ム
」
ヲ
放
棄
セ
シ
ム
ル
様
仕

向
ケ
ラ
レ
度
」と
全
面
賛
成
の
旨
が
伝
え
ら
れ
て
い
る（「
上
海
第
三
国
人「
ク
レ
イ
ム
」

中
米
国
側
「
ク
レ
イ
ム
」
一
括
解
決
方
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
三
四
年
四
月
一
七
日
）。

（
2�
）　

石
射
総
領
事
か
ら
広
田
外
相
へ
。
一
九
三
四
年
五
月
三
日
。
前
掲B020�0490800

。

（
2�
）　

石
射
総
領
事
か
ら
広
田
外
相
へ
。
一
九
三
四
年
五
月
一
六
日
。
前
掲

B020�0490800

。

（
2�
）　

石
射
総
領
事
か
ら
広
田
外
相
へ
。
一
九
三
四
年
八
月
一
三
日
。
前
掲

B020�0490800

。

（
28
）　
「
上
海
事
件
第
三
国
人
直
接
被
害
救
恤
ニ
関
ス
ル
件
」
石
射
総
領
事
か
ら
広
田
外
相

へ
。
一
九
三
四
年
九
月
一
七
日
。
前
掲B020�0490800

。

（
29
）　
「
太
田
兄　

六
月
十
二
日
」
と
記
さ
れ
た
書
簡
。
前
掲B020�0490800

。

（
�0
）　

一
九
三
五
年
二
月
二
七
日
か
ら
翌
日
に
か
け
て
の
石
射
と
広
田
の
間
の
電
文
の
や
り

取
り
が
あ
る
。B020�0491�00

。

（
�1
）　
「
上
海
事
件
ニ
於
ケ
ル
丁
抹
人
「
ク
リ
ー
ネ
」
ノ
直
接
被
害
ニ
関
ス
ル
件
」

一
九
三
五
年
二
月
二
〇
日
。
前
掲B020�0491�00

。

（
�2
）　
「
上
海
事
件
第
三
国
人
直
被
救
恤
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
三
五
年
四
月
五
日
。
前
掲

B020�0491�00
。

（
��
）　
「
四
月
二
十
六
日
」
と
書
か
れ
た
書
簡
。
前
掲B020�0491�00

。
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（
�4
）　

一
九
三
五
年
五
月
三
日
か
ら
翌
日
に
か
け
て
の
電
報
が
残
っ
て
い
る
。
前
掲

B020�0491�00

。

（
��
）　

一
九
三
五
年
五
月
一
六
日
、
二
二
日
、
二
五
日
の
電
報
。
前
掲B020�0491�00

。

（
��
）　
「
上
海
事
件
第
三
国
人
直
被
救
恤
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
三
五
年
六
月
二
六
日
。
前
掲

B020�0491�00

。

（
��
）　

前
掲
拙
稿
「
シ
ベ
リ
ア
引
揚
者
へ
の
「
救
恤
」、
一
九
二
三
年
」、
お
よ
び
「「
救
恤
」

政
策
か
ら
見
る
シ
ベ
リ
ア
出
兵
史
」。
朝
鮮
人
被
害
申
告
者
へ
の
救
恤
金
交
付
は
、
常

に
植
民
地
の
運
営
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。

追
記　

本
論
文
は
、
平
成
二
五
年
度
山
口
県
立
大
学
創
作
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
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Solatium to Victims of the Manchurian Incident and Shanghai 
1932 Incident by the Japanese Government,1933-1935

IZAO Tomio

 The purpose of this article is to explain about the solatium for the victims of the Manchurian Incident 
and Shanghai 19�2 Incident.
 There were a lot of victims of the Manchurian Incident and Shanghai 19�2 Incident.While the Imperial 
Japanese government denied compensation to the victims of these incidents, the Japanese government 
did offer "solatium" to the victims. Especially notable is that the Japanese government gave solatium 
to foreign victims for the first time because Shanghai was an international city and there were many 
foreign inhabitants.
 The author also explains about the process of allowing solatium.
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